
議第１８号議案  

  

   指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書の提出  

  

 指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求め、関係行政機関等へ意見書

を提出したいので、次のとおり提出する。  

  

   平成２９年３月２４日提出  

  

                       水道・交通委員会       

                       委員長  斎  藤  真  二    

                  

 

 



指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 制 度 に 更 新 制 の 導 入 を 求 め る 意 見 書  

  

 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 制 度 は 、 平 成 ８ 年 の 水 道 法 改 正 以 来 、 全 国 一 律 の 指 定

基 準 を 持 っ て 運 用 さ れ て き た 。 し か し 、 平 成 ２ ５ 年 度 末 の 厚 生 労 働 省 の ア ン ケ ー

ト 調 査 に よ れ ば 、 所 在 不 明 な 指 定 工 事 事 業 者 は 約 3 0 0 0者 、 違 反 行 為 件 数 は 年 1 7 4 0 

件 、 苦 情 件 数 は 年 4 8 6 4件 な ど 、 ト ラ ブ ル が 多 発 し て い る 実 態 が 明 ら か に な っ た 。 

 現 行 制 度 で は 、 新 規 の 指 定 の み が 規 定 さ れ る た め 廃 止 、 休 止 等 の 状 況 が 把 握 さ

れ な い こ と や 、 工 事 事 業 者 が 複 数 の 水 道 事 業 者 か ら 指 定 を 受 け て い る 場 合 に は 水

道 事 業 者 に よ る 講 習 会 の 実 施 や 指 導 ・ 監 督 等 が 困 難 に な っ て い る こ と が 指 摘 さ れ

て い る 。  

 水 道 利 用 者 の 安 心 安 全 の た め に は 、 不 適 格 事 業 者 を 排 除 し 、 継 続 的 な メ ン テ ナ

ン ス を 確 保 す る 必 要 が あ る 。  

 よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 次 の 事 項 に つ い て 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 強 く 要 望

す る 。  

１  指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 制 度 に 更 新 制 を 導 入 す る こ と 。  

２  水道が生活密着型インフラであることに鑑み、配管技能者の適正配置の確認、  

管路の更新・耐震化等を通じて安全な水の供給を将来にわたって確保すること。  

 こ こ に 横 浜 市 会 は 、 全 会 一 致 を も っ て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見

書 を 提 出 す る 。  

  

   平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ ４ 日  

  

 衆 議 院 議 長  

 参 議 院 議 長     

 内 閣 総 理 大 臣    

 厚 生 労 働 大 臣   

  

                           横 浜 市 会 議 長     

                            梶  村    充   

 

宛 て  
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